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６月検針分から水道料金が変わります
　市の水道料金は平成８年に改定して以来、水道事業の職員削減や施設の統廃合など経費削減を進め、現行料
金を維持してきました。しかし、これまでの取り組みだけでは、老朽化が進む施設の更新に必要な費用をまか
なうことは困難な状況です。
　施設の更新に必要な財源を確保し、これからも安全・安心なおいしい水をお届けするため、６月検針分から
水道料金を値上げします。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

６月からの変更点

 新旧水道料金の比較
　

 水道料金の計算方法

　水道メーターの口径13mm（一般用）
で１カ月20㎥の水道水を使用した場合

用　途 口　径 基本料金 従量料金（１㎥につき）
1～10㎥ 11～20㎥21～30㎥ 31㎥以上

一般用

13mm 1,252.8円

183.6円 216.0円 270.0円

20mm 1,771.2円
25mm 2,581.2円  
40mm 5,184.0円
50mm 10,692.0円
75mm 21,600.0円

100mm 34,560.0円  
150mm 77,760.0円
200mm 108,000.0円  

浴場用 一般用と同じ
一般用と

同じ

86.4円
工場用 40～200mm 270.0円  
船舶用 一般用と

同じ
378.0円

臨時用 432.0円

基本料金 従量料金 合　計
（1円未満切り捨て）

改定前 1,252.8円
1～10㎥ 11～20㎥ ―

3,088円183.6円×10㎥
＝1,836.0円 ―

改定後 1,490.4円
1～５㎥ 6～15㎥ 16～30㎥

3,920円48.6円×５㎥
＝243.0円

86.4円×10㎥
＝864.0円

264.6円×5㎥
＝1,323.0円

用　途 口　径 基本料金 従量料金（１㎥につき）
1～5㎥ ６～15㎥ 16～30㎥ 31㎥以上

一般用

13mm 1,490.4円

48.6円 86.4円 264.6円 356.4円

20mm 2,041.2円
25mm 2,786.4円
40mm 5,572.8円
50mm 11,534.4円
75mm 23,328.0円

100mm 37,324.8円
150mm 83,980.8円
200mm 116,640.0円

船舶用 一般用と
同じ

一般用と
同じ

399.6円
臨時用 648.0円

旧料金：１カ月分（税込み） 新料金：１カ月分（税込み）

※浴場用と工場用は一般用に統合。

※一般用、浴場用の基本料金の中には、10㎥分の水量を含んでいます。

○基本料金日割制の導入
　引っ越しなどにより、月の途中で新たに水道の使
用を開始するときや中止するときは、使用日数に応
じて基本料金を日割りします。
○水道使用承認手数料の新設
　水道の新設や、休止していた水道の利用再開に
は、１回につき1,000円の手数料が必要になります。
○道路占用許可申請確認手数料の新設
　水道管を新たに引き込むときの道路占用許可申請
の確認には、１件につき5,000円の手数料が必要に
なります。

○工事設計審査手数料と工事完成検査手数料の改定
　給水装置を新設や増設、改造するときの設計審査
の手数料と完成検査の手数料を、次のとおり改定し
ます。

改定後の手数料
引き込む水道管の口径 手数料

25ｍｍまで 2,000円
40～50ｍｍまで 5,000円

75ｍｍから 9,000円

問水道部管理課
　☎0848・64・2243
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65歳以上の人の介護保険料が変わります

国民健康保険制度のお知らせ
●入院時の食事代が変わりました
　入院時の食事代（１食当たり）の標準負担額を表のとおり引き上げます。

表　保険料
変更前（平成27年度〜29年度） 変更後（平成30年度〜32年度）

●入院時の居住費が変わりました
　療養病床入院時の居住費（１日当たり）の標準負担額を200円から370円に引き上げます。
対　象　医療の必要性が高い65歳以上の人
※指定難病患者の負担額は０円です。 問保険医療課　☎0848・67・6050

区　分 これまで 平成30年度
市民税課税世帯 360円 460円
市民税
非課税
世帯

低所得者Ⅱ 過去12カ月の入
院日数

90日までの入院 210円
据え置き90日を超える入院 160円

低所得者Ⅰ 100円

※市民税課税世帯の指定難病患者と小児慢性特定疾病患者の食事代の負担額は260円です。
※市民税非課税の世帯は保険医療課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※入院が90日を超える場合は、長期入院該当の申請が必要です。

段　階 保険料（円） 段　階 対　象 保険料（円）
年　額 月　額 年　額 月　額

第１段階 30,672 2,556 第１段階
生活保護受給者または市民税非課税世帯で、老
齢福祉年金を受けている人、または前年の合
計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下
の人

30,132 2,511

第２段階 46,349 3,862 第２段階
市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税
年金収入の合計額が80万円を超え120万円以
下の人

45,533 3,794

第３段階 51,120 4,260 第３段階 市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税
年金収入の合計額が120万円を超える人 50,220 4,185

第４段階 61,344 5,112 第４段階
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税
者がいる人で、前年の合計所得と課税年金収
入の合計額が80万円以下の人

60,264 5,022

第５段階
【基準額】 68,160 5,680 第５段階

【基準額】
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税
者がいる人で、前年の合計所得と課税年金収
入の合計額が80万円を超える人

66,960 5,580

第６段階 81,792 6,816 第６段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が120
万円未満の人 80,352 6,696

第７段階 88,608 7,384 第７段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が120
万円以上200万円未満の人 87,048 7,254

第８段階 102,240 8,520 第８段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が200
万円以上300万円未満の人 100,440 8,370

第９段階 115,872 9,656 第９段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が300
万円以上400万円未満の人 113,832 9,486

第10段階 126,096 10,508 第10段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が400
万円以上600万円未満の人 123,876 10,323

第11段階 136,320 11,360 第11段階 本人が市民税課税で、前年の所得合計が600
万円以上の人 133,920 11,160

　介護保険は支援や介護が必要な状態となった人が、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活できるよう
に社会全体で支え合う制度です。
　今年度から65歳以上の人の介護保険料を表のとおり引き下げます。

問高齢者福祉課　☎0848・67・6240
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犬の登録と狂犬病の予防注射を実施します
費　用　新規登録6,050円（登録料3,000円、注射代2,500円、注射済票交付代550円)、既登録（注射のみ）3,050円
用意する物　通知はがき
次の場合は注射を受けられません。動物病院へ相談してください。
●重篤な疾病または治療中、食欲不振・発熱・下痢などの体調不良や栄養障害、妊娠・授乳中
●１カ月以内にワクチン注射を受けた、または狂犬病予防注射やワクチン注射で異常反応を示したことがある

と　き と　　こ　　ろ 時　間

４月５日
（木） 本 　 郷

日名内上・吉田宅付近 8:50～ 8:55
尾原南方小学校跡地 9:05～ 9:10
松原桃源会館 9:20～ 9:25
見川団地（灰谷鉄工所前空き地） 9:35～ 9:45
常徳寺前 9:55～ 10:05
本谷集会所 10:20～ 10:25
北方コミュニティセンター 10:35～ 10:45
免開集会所 11:15～ 11:25
亀津集会所 11:35～ 11:40
船木コミュニティセンター 11:50～ 12:00
農協菅出張所跡地 12:10～ 12:15

４月６日
（金） 本 　 郷

木々津沖団地（あおぞら公園付近） 8:50～ 9:00
三百粒良集会所 9:10～ 9:20
本郷第５街区公園（三太刀公園） 9:30～ 9:40
本郷中学校グラウンド前 9:55～ 10:05
本郷福祉センター大駐車場 10:15～ 10:25
本郷生涯学習センター駐車場 10:35～ 10:45
城山団地（中岡集会所） 10:55～ 11:05
本郷保健福祉センター 11:20～ 11:30
本郷支所駐車場 11:40～ 11:50

４月10日
（火）

八 幡 町

垣内・八幡農産物加工施設 9:00～ 9:05
垣内集会所 9:15～ 9:20
篝集会所 9:30～ 9:35
消防団八幡分団屯所（八幡小学校入口前） 9:45～ 9:50
美生公民館 10:00～ 10:05
本庄公会堂 10:15～ 10:20

深 　 町
深下組バス停 11:15～ 11:20
深町民会館（深町コミュニティホーム） 11:30～ 11:40
深町上組公民館駐車場 11:50～ 11:55

４月11日
（水）

宮 　 浦
宮浦駐車場（宮浦浄水場北） 8:50～ 8:55
宮浦第一公園 9:05～ 9:10
宮浦コミュニティセンター 9:20～ 9:30

新 　 倉 新倉町公民館 9:40～ 9:50
頼 　 兼 頼兼町内会集会所 10:00～ 10:05
西 　 町 西町公園 10:15～ 10:20
本 　 町 宗光寺付近 10:30～ 10:40

中 之 町
中之町コミュニティセンター 11:00～ 11:10
市営干川住宅集会所 11:20～ 11:30
中之町上公民館 11:40～ 12:00

４月12日
（木）

糸 　 崎 古城通公園 8:50～ 9:05
糸崎コミュニティセンター 9:15～ 9:25

木 　 原
赤石公民館 9:35～ 9:40
上福地バス停 9:50～ 10:00
木原公民館（木原町コミュニティホーム）10:10～ 10:15

糸 　 崎 松浜東児童遊園 10:30～ 10:40
東 　 町 東町第一公園 11:00～ 11:10
明 　 神 明神会館 11:30～ 11:40
青 葉 台 青葉台第一公園（テニスコート） 11:50～ 12:00

４月13日
（金）

幸 　 崎

久津公民館 9:00～ 9:05
スーパーアカネコ駐車場 9:15～ 9:20
平原公民館 9:30～ 9:35
渡瀬公会堂付近 9:45～ 9:50
幸崎コミュニティセンター 10:00～ 10:05
宇和島公会堂 10:15～ 10:20
久和喜消防屯所 10:30～ 10:40

須 　 波
ハイツ中央公園 10:55～ 11:05
ハイツ第一児童遊園（寿波苑横） 11:15～ 11:20
須波西町公民館 11:30～ 11:40

和 　 田 和田公民館前（旧和田保育所前） 11:50～ 12:00

４月16日
（月）

小 泉 町
消防団小泉分団第一格納庫前 9:00～ 9:05
小泉町民会館 9:15～ 9:20
玉城口バス停付近 9:30～ 9:35

沼田東町

三原運動公園第４駐車場 9:45～ 9:50
釜山公民館（消防屯所前） 10:00～ 10:05
自由ヶ丘くすの木団地中央公園 10:15～ 10:20
末光農業機械利用組合倉庫前 10:30～ 10:35
ダイヤハイツ集会所 10:45～ 10:55
ＪＡ三原三原西支店 11:05～ 11:10
本市公民館 11:20～ 11:25
納所三和公民館 11:40～ 11:50
両名団地集会所 12:00～ 12:05

と　き と　　こ　　ろ 時　間

４月17日
（火）

小 坂 町 小坂町民会館（小坂町コミュニティホーム） 9:00～ 9:05
小坂団地入口（神社下バス停付近） 9:15～ 9:20

沼 　 田 沼田小学校前 9:35～ 9:40
沼田消防格納庫付近 9:50～ 9:55

西 　 野 小西公民館 10:05～ 10:15
大西公園 10:25～ 10:35

西 　 宮 旧派出所付近（西小学校北） 10:50～ 11:00
皆 　 実 皆実東公園（商工会議所東） 11:15～ 11:25

４月18日
（水）

高 坂 町

高坂自然休養村管理センター 9:10～ 9:15
馬井谷公民館 9:25～ 9:30
許山公民館 9:40～ 9:45
旧農協高坂支所 9:55～ 10:00
高坂町文化センター 10:10～ 10:15

沼田西町
小原公民館 10:30～ 10:35
松江四ツ堂（松江中バス停付近） 10:45～ 10:50
沼泉町民会館（沼田西・小泉町コミュニティホーム） 11:00～ 11:05

長 　 谷 人権文化センター 11:20～ 11:30
宗 　 郷 江南西児童公園 11:45～ 11:50

４月19日
（木） 鷺 浦 町

向田公民館 9:50～ 10:10
JA三原鷺浦営農生活センター 10:30～ 10:50
JA三原鷺浦出張所 11:00～ 11:20

４月24日
（火） 久 井 町

江木市原停留所付近 9:00～ 9:05
高杉神社南側杉原宅付近 9:15～ 9:20
吉田コミュニティホーム前 9:30～ 9:40
行広集会所前 9:50～ 9:55
井々出片山宅付近 10:05～ 10:10
サンタウン駐車場 10:20～ 10:30
下津コミュニティホーム前 10:40～ 10:45
農事組合法人おおしも倉庫付近 10:55～ 11:00
久井保健福祉センター前 11:10～ 11:20
和草コミュニティホーム（和草集会所横）11:30～ 11:35
泉コミュニティホーム（西田記念館前）11:45～ 12:00

４月25日
（水） 久 井 町

久井運動公園駐車場 9:00～ 9:05
ＪＡ三原久井中央支店前 9:15～ 9:20
猫谷中田作業場前 9:30～ 9:40
法林寺付近 9:50～ 9:55
旧ＪＡ三原中野出張所付近 10:05～ 10:15
沖谷平野宅付近 10:25～ 10:30
坂井原下谷橋付近 10:40～ 10:45
坂井原絹掛荘付近 10:55～ 11:00
旧ＪＡ三原坂井原倉庫前 11:10～ 11:15
たかば会館駐車場 11:25～ 11:35
土取コミュニティホーム前 11:45～ 11:50

５月７日
（月） 大 和 町

津久中央多目的集会所 9:00～ 9:10
元広島製油倉庫前 9:20～ 9:35
後谷コミュニティホーム 9:45～ 9:55
福田コミュニティホーム 10:05～ 10:20
萩原中央倉庫 10:30～ 10:40
篠コミュニティホーム 10:50～ 11:00
蔵宗コミュニティホーム 11:10～ 11:20
黒谷コミュニティホーム 11:30～ 11:40

５月８日
（火） 大 和 町

大草公民館 9:00～ 9:10
河頭生活改善センター 9:20～ 9:30
広石倉庫 9:40～ 9:50
別所コミュニティホーム 10:00～ 10:10
多田コミュニティホーム 10:20～ 10:30
平坂コミュニティホーム 10:40～ 10:50
下福田コミュニティホーム 11:00～ 11:10
行広コミュニティホーム 11:20～ 11:30

５月９日
（水） 大 和 町

大和支所駐車場 9:00～ 9:15
大具３区コミュニティホーム 9:25～ 9:35
和木公民館 9:45～ 10:05
椹梨公民館 10:15～ 10:25
椋梨上倉庫 10:35～ 10:45
草井公会堂 10:55～ 11:05
大具倉庫 11:15～ 11:25
末貞住田商店前 11:35～ 11:45

 犬を飼う場合は、必ず市へ登録し、年１回の狂犬病予防注射を受けてください。

問生活環境課　☎0848・67・6178
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